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（資料１）三重県の救急医療体制について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
精神科救急医療システム 
 精神科疾患の救急医療については、通常の体制とは違う仕組みにより対応を
しています。県内を北部と南部の２ブロックに分けて、13の病院による当番制
を敷き、さらに電話相談や医療機関の紹介などを行う精神科救急情報センター 
（0598-29-9099）を設置して、24時間 365日の対応を行っています。 
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初期救急医療機関 

 
消防本部 

（救急隊） 

 

● 休日夜間急患センター ●かかりつけ医 

 

● 開業医による自主診療 ●救急告示診療所 他 

 

● 病院群輪番制病院 ●救急告示病院 

 

● 小児救急輪番制病院 

 

● 国立病院機構三重病院（小児救急医療拠点病院）他 

三次救急医療機関（救命救急センター） 

 

● 県立総合医療センター  

● 市立四日市病院  

● 三重大学医学部附属病院（高度救命救急センター） 

● 松阪中央総合病院 

● 伊勢赤十字病院   
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